
事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

事業目的

カーボンニュートラル実現に向け、事業者の長期間の脱炭素への
移行（トランジション）を進めるために、当該トランジションに係る
融資の利子補給金の交付を通じて、金融機関によるカーボン
ニュートラル実現に向けた資金供給を促すとともに、事業者のトラ
ンジションに資する取組を推進していくことを目的とする。

成果目標

短期的には、企業の脱炭素に向けた取組に対する融資を促進し、
令和５年度までに、１兆円規模の資金供給を目指す。

長期的には、認定計画の定量目標達成率100%を目指す。

事業概要

カーボンニュートラルの実現に向け、産業競争力強化法に基づき、
事業者が10年以上の長期的な計画を策定し、事業所管大臣
より当該計画認定を受けた場合の融資について、日本政策金融
公庫を通じて、金融機関が当該事業者に対して利下げを可能と
するため、成果連動型の利子補給金の交付を行う（最大
0.2%）。
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カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための利子補給事業
令和6年度概算要求額５.０億円（４.０億円）

（1）経済産業政策局産業資金課

（2）産業技術環境局GX金融推進室
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